
都市計画法第29条開発許可申請手続きの流れ

29条申請

事前協議（手続条例の協議を含む）

現地調査

（市街化調整区域の場合）
他法令許可等 関係課照会

関係課照会 課内調整会議

事前協議回答返却

関係課・機関協議

条例覚書の締結

32条協議の同意

（市街化調整区域の場合）

34条14号該当

開発審査会(府）

開発許可

完了届

完了検査

検査済証交付

完了公告

（建築確認申請）

34条１から13号該当


